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１．施設概要 

施 設 名 東淀川区民会館 

所 在 地 大阪市東淀川区東淡路1-4-53 

施 設 規 模 構造：地下１階地上４階建 ４階部分 1,002.23㎡ 

主 な 施 設 
会議室1・会議室2・和室1（炉、水屋有）・洋室１・和室3・和

室4（ステージ有） 

     

    ４階部分平面図  



 

2 

 

２ 施設運営業務について 

会館は、コミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進を図るととも

に、市民の集会その他各種行事の場を提供することにより市民相互の交流を促進し、もって連帯

感あふれるまちづくりの推進に寄与することを目的とし、講習会等の各種行事の開催、コミュニ

ティ作りに関する普及啓発、情報の収集及び提供、調査及び研究、コミュニティ作りを担う人材

の育成、市民の集会その他各種行事の場の提供等の事業を行う会館条例に基づく公の施設であり

ます。施設運営業務全般について、仕様書に示された以下の基本方針に従い適切な管理運営を行

うよう取り組みました。 

 

・大阪市のコミュニティ関連施設、また市民団体や関係機関とのネットワークを生かし

た事業を有機的・効果的に実施すること 

取り組み例  

子供会との協働事業（たこあげ大会） 

ものづくり「和らじ」との協働事業 

 施設連絡会などに参加し、事業や協働の機会を促進 

 他区の区民センターや会館と情報交換を行い、利用率アップに向けた広報活動や事務

作業の効率化を学ぶことができました。 

総合施設内（屋内プール、図書館）と施設管理についての情報共有を行い、消防訓練

をはじめ施設管理の質の向上に努めました。 

 収穫祭において、淀川界隈エリアマネジメントと共催実施。 

・大阪市の総合計画、方針・指針等に沿って、業務を遂行すること 

 

取り組み例 

多文化共生社会の実現 日本語教室の実施 

防災ワークショップの実施 

スマホ詐欺被害防止教室を地元警察署の協力を得て実施 

（令和５年度 市政運営の基本方針 ３具体的な取り組み（１）イ） 

 そのほか、条例・規則に基づき適切な会館運営を行いました。 

 一人一人の人権意識向上のため全職員が人権に関する講習会などを受講  

・利用者の平等な会館利用を担保すること 

 

取り組み例 

 予約の受付、各種事業の受付などは競合の場合、抽選するなどし、利用者の平等な利

用を担保しました。 

 受付窓口に筆談ボードの設置、外国語に対応した翻訳ソフトの導入、赤ちゃんの駅の
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登録、車いすの設置、各種表示はわかりやすい表記に努めるなどしました。 

 職員がユニバーサルマナー検定を受講し、障がい者の方への対応を学びました。 

 

・会館の施設・設備等の適正な保守管理を行い、良好な利用環境を利用者に提供するこ

と。 

取り組み例 

  季節ごとにロビーへの飾りつけ 

 館内の清掃をこまめにし、清潔な環境を保つよう努めました。 

 ホワイトボード２台入れ替え 

 AEDパッドの更新 

 和室３、４の畳の更新 

 
 

 

２－１ 貸館業務について 

会館の設置趣旨・目的を達成するために会館の運営に支障をきたさないように窓口には供用

時間内は２名以上配置し、また総括責任者として１名を配置しました。 

また、全職員が利用者に対して、施設の利用にあたって注意事項等の説明と附属設備について

の説明ができるよう教育したうえで配置しています。 

 

ア．職員の配置状況について 

業務内容 人数 雇用形態 職歴・資格等 

総括責任者 

（責任者） 

・施設の管理運営にかかる総括業務 

・業務計画の策定 

・連絡調整・渉外業務 

・所属員の指導・監督 

・新型コロナウイルス感染予防対策 

 

副総括責任者 

（副責任者） 

・総括責任者の補佐業務 

・所属員の指導・監督 

・施設管理業務 

・事業企画・運営 

・新型コロナウイルス感染予防対策 

 

１人 

 

 

 

 

 

 

 

１人 

 

 

 

 

 

 

 

正社員 

（常勤） 

 

 

 

 

 

 

正社員 

（常勤） 

 

 

 

 

 

 

甲種防火管理者 

普通救命講習会修了者 

 

 

 

 

 

 

普通救命講習会修了者 
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施設責任者補佐Ａ 

・総括責任者の補佐業務 

・会館運営業務 

・施設管理業務 

・事業企画・運営 

・使用料徴収及び収納事務 

・庶務事項 

・新型コロナウイルス感染予防対策 

 

 

管理スタッフ 

・会館運営業務 

・施設日常管理業務 

・使用料徴収及び収納事務 

・事業補助 

・新型コロナウイルス感染予防対策 

 

１人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６人 

 

 

 

 

 

正社員 

（常勤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約社員 

（非常勤） 

 

 

 

 

普通救命講習会修了者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通救命講習会修了者 

 

 

 

 

   

 

イ．職員ローテーション（一例） 

職  員 雇用形態 月 火 水 木 金 土 日 

責任者 正社員 Ｂ  Ｂ   Ｂ  

副責任者 正社員  Ｂ  Ａ Ａ  Ｂ 

施設責任者補佐Ａ 正社員  Ａ Ａ Ｂ Ｂ  Ａ 

管理スタッフ A 契約社員 Ａ Ａ   Ｂ Ｂ  

管理スタッフ B 契約社員 午前 午前 午前 午前 午前   

管理スタッフ C 契約社員 午前  午前 午前    

管理スタッフ D 契約社員   午後 午後 午後 午前 午後 

管理スタッフ E 契約社員 夜間 夜間 夜間 夜間   夜間 

管理スタッフ F 契約社員      午前 午前 

※Ａ＝9:00～17:30 Ｂ＝13:10～21:40 午前＝9:00～13:15 午後＝13:15～17:30  

夜間＝17:25～21:40 
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２－１－１ 主たる貸館業務 

２－１－２ 業務詳細 

・年間事業計画策定 

  令和５年度事業計画書の策定及び提出を行い、同計画書に基づき業務に取り組みました。 

 

・施設利用申し込みの手続き、利用方法諸手続きの説明 

  窓口、電話、メールで説明や各種案内を行いました。また、ＨＰでは各種案内に加え、適宜会館の

情報を提供しました。 

 

・予約・予約取消受付業務 

  予約について 

    新予約システムにより予約処理し、窓口、ファックスの申込のほか、事前登録することにより

インターネットから直接申し込みができるようになっています。以上３つの方法により予約がで

きます。新型コロナウイルス感染症への対応については令和５年５月７日で終了したため、コロ

ナ感染予防のため誓約書提出やマスクの着用、検温への協力依頼はその日以後行っておりませ

ん。 

     

  〈予約状況については以下のとおり〉 

（月ごとの予約申込の件数 年間３，５８４件）       

月 申込方法 （件） 申込合計件数 

来館 ネット ＦＡＸ 

４月 108 136 18 262 

５月 136 187 20 343 

６月 138 209 23 370 

７月 158 93 26 277 

８月 132 118 22 272 

９月 158 147 9 314 

１０月 128 144 8 280 

１１月 76 147 17 240 

１２月 127 142 11 280 

１月 130 130 18 278 

２月 202 131 14 347 

３月 147 163 11 321 

合計 1,640 1,747 197 3,584 

申込方法の比率 来館４５．８％ ネット４８．７％ ＦＡＸ５．５％ 

 



 

6 

 

（月ごとの利用件数、利用人員、利用率、開館日数） 

 

 

 

 

 

 

    

※１月２２日は建物全体の電気設備点検の為臨時休館 

（年間の利用件数と利用率） 

年間利用件数 2,979件 

年間利用人員 41,222人 

年間開館日数 360日 

年間利用率 79.0％ 

  

（物品販売の許可基準（標準ルール）について） 

物品販売の許可基準（標準ルール）について、次のとおり整理され、令和６年１月４日以降の

利用分から適用させていただくことになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 利用件数 利用人員 利用率 開館日数 

４月 243 2,765 79.5％ 30 

５月 232 2,993 77.9％ 31 

６月 273 3,621 84.0％ 30 

７月 243 3,356 77.6％     31 

８月 225 3,757 77.1％ 31 

９月 244 3,333 82.6％ 30 

１０月 254 3,681 81.2％ 31 

１１月 265 4,124 81.3％ 30 

１２月 251 3,193 77.6％ 28 

１月 233 3,027 78.2％ 28 

２月 254 3,367 79.0％ 29 

３月 262 4.005 72.5％ 31 

令和５年度利用率目標値 

79.4％以上 

施設利用時の物品販売についての標準ルール 

・催し物に関連する物品のみ、販売可能 

 （物品販売なしでは成立しないような催し物は、認めらません。） 

・販売内容の確認のため、物品販売申告書の提出が必要 

・消費者保護の観点から、保険/投資/リフォームに関連する商品の販売、勧誘を行う催し物

はできません。 

※ 物品販売は、催し物の主催者の責任において実施 

※ リサイクルを目的とするフリーマーケットのような公共・公益性の高い催し物について

は、例外的に認められる場合あり。 
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予約取消について 

   申請者から予約取消申請書を提出していただいた後、予約の取り消しを行っています。 

   口頭での申出による取消処理は行っていません。また、システムから予約を取り消す場合、一人

で処理するのではなく、ほかの職員と一緒に確認し取り消すようにしています。 

     

 

・使用許可の認定並びに使用許可書交付業務 

  使用許可の認定と使用許可書の交付について 

条例・規則に則り、適切に使用許可及び許可書の交付を行いました。 

なお、本年度において不許可とした事例はありませんでした。 

 

基本協定書第１９条の使用許可の基準について 

事務所に備え付け、利用者からの求めがあればいつでも閲覧できるようにしています。 

 

・利用料金の収受、還付、減免 

  利用料金の収受について 

    昨年度から窓口、振込による利用料金の支払いに加え、コンビニエンスストアから支払ができ

るようになり、利用者の利便性が向上しております。 

     

現金 振込 コンビニ 合計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

1,259 

件 

3,611,960

円 

468 

件 

1,512,560

円 

247 

件 

822,430 

円 

1,974 

件 

5,946,950

円 

現金63.8％ 振込23.7％ コンビニ決済12.5％（入金種別調べから） 

 

  利用料金収入について 
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  当年度の利用料金収入 

当年度収入に前年度に収入した額を加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内訳

当年度収入分（コミ協備品除く） 4,626,840

令和５年度利用料金収入 5,875,060

前年度収入分(前受金） 1,248,220
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  還付について 

 

以下件数の還付を行いました。昨年度より若干還付件数・額と 

も増えております。 

      

還付件数 １１５件 金額３９９，６９０円 

（ただし、令和５年度利用料金からは 

３３２，０６０円の返金となります。） 

 

 

  減免について 

大阪市区役所附設会館条例、大阪市区役所附設会館使用料の減免に関する要綱並びに東淀川区役

所附設会館利用料金減免規程に基づき、基準に適合した申請については免除の措置を行いました。 

    

 

    

また、優先団体（９か月先から申し込みできる団体など）についても、大阪市立東淀川区民会館

優先使用申請等にかかる取扱要項に基づき、優先使用申請の受付を行いました。 

 

・諸設備、機器、設備、備品等の管理、貸出、点検立会い、補修指示等業務 

  

以下は、日常的に行う作業や点検など（再委託している専門業者による保守点検は除く） 

 

 机・椅子・ホワイトボード 

  毎日清掃し、破損のある場合は補修を行いました。 

 

 扉・窓 

  施錠・解錠に異常がないか毎日確認（利用者があまり触れない箇所を中心に確認） 

汚れなどがあった場合は、拭き掃除を行った。（高所作業は専門業者に依頼） 

  ドアクローザーの調整及び設置 

  扉の開閉の異常点検、補修、油さし 

   

 給湯設備 

  毎日確認し、異常燃焼や換気機能が停止していないかを確認 

 

 空調機器 

参考 

令和４年度還付額 

109件 360,910円 

令和３年度還付額 

441件 1,494,460円 

令和２年度還付額 

434件 1,432,460円 

 

減免件数 １１５４件（総利用件数に対する比率 ３９％） 
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  換気機能の確認、夏季・冬季のエアコンの効き具合の確認 

 

 電気設備 

  スイッチの確認、切れた蛍光灯の交換、避難誘導等の点灯確認 

  漏電、過電流によるブレーカーの作動があった場合の点検・復旧（報告、修繕項目に該当） 

  電気室内に水漏れ、ブザーの警報、警報ランプの点灯など異常がないかどうか確認 

自家用電気工作物の設備点検時の立会 

 

 機械設備 

  自動ドア、エレベーターの動作について、異常なところがないかを毎日確認 

 

 水道設備 

  色・におい・味に異常がないか毎日点検しました。 

  

下水道設備 

  臭気もれがないか、配管からの水漏れがないか、階下への水漏れがないか点検しました。 

 

音響設備（和室４） 

試験的に音を出し、異常がないか確認 

  

 備品類の管理及び貸し出し業務 

拡声装置・ＣＤプレーヤー・ビデオプロジェクター・スクリーンの貸出と管理 

 

 補修指示等 

  補修箇所の特定及び修繕依頼 

  修繕一覧は３－２を参照 

 

・防火管理業務 

  消防計画の策定及び消防署への届け出 

  消防訓練の実施 （年２回） 

 

・労働安全衛生推進業務 

  労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること 

雇入れ時、及び作業内容変更時の教育実施 

各種設備の使い方の指導教育実施 

防災・防犯に関する教育実施 
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健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置 

健康診断の受診実施 

働きやすい職場環境の形成 

社内に心の相談窓口を設置 

労働災害の原因の調査及び再発防止対策 

   作業マニュアルをはじめ各種マニュアルの整備 

 

・利用者の安全確保及び防災並びに事故等の緊急非常事態への対応業務 

   防災マニュアルや緊急非常事態への対応マニュアルの作成 

   職員の防災訓練実施 

   台風接近の際における利用者対応の実施 

   新型コロナウイルス感染予防対策の実施 

 

・複合施設としての管理業務及び調整業務 

   共用部分の保守管理実施 

   共同防火管理協議会の運営・連絡調整 

    

・その他円滑な貸館運営に必要な業務 

   設備点検、保守点検の立会など 

 

 ２―２ 点検・報告 

・施設利用者の意見、要望等を把握し、当該業務に反映させるため施設利用者からの意見を聴取する。 

施設利用者アンケートを実施しました。結果は別紙に記載のとおり 

 

・大阪市と指定管理者が協議して定める項目について、自己点検を行うこと。 

 指定管理者チェックリストにて自己点検を行いました。 

 

・調整会議の開催 

 毎月区役所担当者と指定管理者で施設の管理運営に関して、情報交換や連絡など行うため区役所の主

導による調整会議に参加しました。 
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 ２―３ 業務の第三者への委託 

 東淀川区民会館の保守点検作業の一部について、資格者による保守点検が義務付けられていること、

機材・設備の確保、部材取得の容易さ、作業員の熟練度・安全性などを考慮し専門業者に再委託してい

ます。再委託に際しては、事前に市の承諾を得る必要があり、その手続きを経たうえで下記作業につい

て実施しました。 

  

再委託の内容 

空調設備保守点検業務 

  清掃業務 

  植栽等環境整備業務 

  廃棄物収集処理 

 

 

 

 ３ 施設管理業務 

    施設管理業務については、下記別表１のとおり。 
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実施回数 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

年１回 1月22日

年２回 10月30日 1月29日

年１回 10月30日 1月22日

年１回 1月22日

毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

年１回 1月9日

年４回 5月29日 8月28日 11月27日 2月27日

窓ガラス・ブラインド 年1回 5月29日 8月28日 11月27日 2月27日

毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ごみ処理 週１回 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

随時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

共用部 年１回 7/24～26

4F 年１回 6月13日 9月26日

年１回 12月18日

共用部 年１回 5/8・15

4F 年4回 5月29日 8月28日 11月27日 2月27日

月１回 4月1日 5月25日 6月27日 7月24日 8月28日 9月26日 10月16日 11月27日 12月26日 1月30日 2月19日 3月11日

年４回 5月22日 8月21日 10月16日 11月13日 12月26日 2月22日

年１回 1月16日

年１回 1月16日

年１回 2月22日

毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

随時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

簡易水道検査

⑥駐車・駐輪スペースの管理業務

【別表１】施設総合管理業務

施設総合管理業務

①電気及び機械設備 保安点検業務

②消防設備保安点検業務

非常通報装置点検

③建築設備・建築物保安点検業務

④警備保安業務（機械警備業務を含む）

⑤清掃業務

受水槽清掃業務

定期清掃

日常清掃

⑦植栽等環境整備業務

散水

剪定・除草

自家用電気工作物巡視点検

⑧施設・機器保守点検業務（建築
設備の保守管理を含む）

空調設備保安
点検業務

昇降機点検業務

自動扉点検業務

飲料水水質検査

温水ヒーター排ガス測定

⑨防火管理業務（共同防火管理業務を含む）

⑩労働安全衛生推進業務

⑪利用者の安全確保及び防火並びに事故等の緊急非常事態への対応業務

⑫複合施設としての管理業務及び調整業務

⑬その他円滑かつ良好な施設管理に必要な業務
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 ３―２ 修繕 

   以下について、修繕を実施しました。 

修繕個所・場所 修理内容 費用 

加圧給水ポンプ緊急対応修理

代金（案分済） 

給水ポンプ修理 8,920円 

１階共用部トイレ自動水栓修

理代金（案分済） 

共用部トイレ修理 9,501円 

1階共用部トイレ扉修理代金

（案分済） 

共用部トイレ扉修理 19,619円 

加圧給水ポンプ修繕（案分済） 給水ポンプ修理 114,441円 

男子トイレ小便器自動センサ

ー及び漏水修理 

トイレの修理 120,945円 

非常用発電機補充作業 発電機保守点検費用 3,924円 

和室（畳表替え46枚） 畳の表替え 303,600円 

地下発電機電源センサー取り

換え（案分済） 

地下発電機電源センサー取り換え 9,678円 

    上記以外に日常点検において、適宜、補修作業を行っております。 

 

 ４ 地域のコミュニティ振興に寄与する事業 

     東淀川区民まつりへの協力（実行委員として参画） 

     はたちのつどいへ協力 

     交通安全協会活動への協力 

      

 ５ 電子決済への対応 

     コンビニ収納に対応済み 

 

 ６ 優先団体及び減免団体に関する取扱い 

     大阪市立東淀川区民会館優先使用申請等にかかる取扱要綱（令和5年1月31日改定分）

並びに東淀川区役所附設会館使用料減免規程（令和5年1月31日改定分）に基づき優先申

請や減免申請を受け付け処理しました。 

 

 ７ 自主事業 

（１） 連帯感あふれるまちづくりの推進に寄与する事業   

区分 事業名 実施時期 

ア．交流連携促進事業 

 納涼まつり 令和 5 年 8 月 20 日 

ファミリーフェスタ 令和 5 年 11月 19 日 

会館収穫祭 令和 6 年 2 月 10 日・11 日 

利用者交流会 令和 6 年 2 月 10 日・11 日 
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イ．地域課題解決の啓発事業 

 防災イベント 令和 6 年 2 月 10 日・11 日 

安心！インターネット・スマホ教室⇒スマホ

詐欺被害防止教室 

令和 5 年 10月 11 日 

東淀川わいわいテーブル 令和 6 年 2 月 10 日・11 日 

プレママ・プレパパ応援講座⇒2・3 歳の子育

て講座 

令和 5 年 11月 19 日 

ウ．担い手発掘・育成事業 

 市民活動・サークル支援 通年 

市民グループの活動支援を行った 

エ．芸術文化事業 

 会館寄席 令和 5 年 8 月 20 日 

弦楽コンサート 中止 

オ．生涯学習事業 実施状況は別表をご覧ください。 

 初級日本語教室 通年 毎週月曜日 実施 

らくらく気功①・② 通年 月 4 回（月曜日） 実施 

気功教室 通年 月 3 回（水曜日） 実施 

木曜ヨガ教室 通年 月 4 回（木曜日） 実施 

金曜ヨガ教室 通年 月 4 回（金曜日） 実施 

Emily 脳トレ英会話①・② 令和 5 年 5 月～令和 6 年 3 月 実施 

土曜太極拳教室 通年 月 3 回（土曜日） 実施 

短期講座 通年 

カ．施設の有効活用 

 マタニティヨガ 令和 5 年 11月 19 日 

赤ちゃん寝相アート 令和 5 年 11月 19 日 

骨盤スリムヨガ⇒親子ヨガ・抱っこビクス 令和 5 年 11月 19 日 

こぶしのみのりちゃん広場 通年 実施状況は別表をご覧ください。 

キ．情報発信事業 

 東淀川区民会館だより・各種チラシ 毎月発行 

Web サイトによる情報発信 通年 
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会館の通年講座の無料体験会！ 

夏休み最後の思い出作りに沢山のワークショップでハンドメイド作品を楽しみました。 



 

 

17 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

日本の伝統文化、落語も沢山の方が楽しまれました。 

キッズも手作り体験！ 
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図書館共催の取り組み読み聞かせ！ 

クレオ大阪子育て館共催の取り組み 

2・3 才の子育て無料講座！ 

記念に残る寝相アート！ 

防災事業としての防災ワークショップイベントの開催準備をしており

ましたが、令和 6 年１月１日に起きた能登半島地震を目の当たりにし、

今だからこそ防災に目を向けるべき意味のあるイベントになりました。 
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いつも会館を利用していただいている個人・団体の方々

作品展示及びイベント告知・ワークショップなどを行う

収穫祭では、昨年のアンケートでの意見より、日程を１

日から２日間へと増やし開催しました。 

東淀川警察の方を迎え、女性の被害防止教室！や 

スマホ詐欺被害防止教室！を開催し、今起こってい

る犯罪に巻き込まれないようするにはどうすればい

いかなどを学びました。 
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恒例のみそづくり講習会！とても人気でリピーター 

お子様連れの方も参加され食育にもなりました。 

人気のワンコイン講座 ！ 
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切り絵教室！ 

ロビーや廊下の季節のディスプレイは SDGｓの取

り組みの一環として廃棄チラシや廃棄段ボール・ペ

ットボトル・トイレットペーパーの芯などを利用し

ています。 
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七夕飾りは、東淀川複合施設内の 1 階温水プール 2 階ジム

3 階図書館にも協力をいただき各階に来られている方々に

も短冊を書いていただきました。 

ロビーには熱中症予防・対策として、うちわを設置し 

熱中症予防・対策ポスターを作成し掲示しました。 
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新年を迎えロビーに設置していた昔懐かし

い福笑いで楽しんでいただけました。 

また、初級日本語教室でも日本の伝統のあ

そびとして楽しまれました。 
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（２） 施設の有効利用に関する業務 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ア．東淀川複合施設の関係機関との連携 具体例 

 東淀川屋内プール、東淀川図書館との連携 施設管理、消防訓練など 

イ．他施設との連携  

 クレオ大阪との連携  プレママ＆ベビーキッズイベントで連携 

区内大学との連携  具体的な事業開催へ向けて検討中 

区内生涯学習施設との連携  生涯学習連絡会参加、広報依頼 

ウ．地域との連携  

 各地域まちづくり協議会との連携  区民まつり、地域連絡会議参加 

区内社会教育関係団体との連携  たこあげ大会協力（子供会、青指など） 

区内企業との連携  新年互礼会協力 

月１回の区民会館だより発行！ 
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生涯学習事業 別表 
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施設名：大阪市立東淀川区民会館

開催

日数 午前 午後 夜間 計 1区分＠50 電源使用等 計

4 29 52 52 50 154 7,700 410 8,110

5 31 73 80 111 264 13,200 530 13,730

6 27 44 54 75 173 8,650 300 8,950

第1四半期 87 169 186 236 591 29,550 1,240 30,790

7 30 95 120 148 363 18,150 450 18,600

8 27 121 133 173 427 21,350 390 21,740

9 30 85 109 168 362 18,100 400 18,500

第2四半期 87 301 362 489 1,152 57,600 1,240 58,840

10 29 50 103 139 292 14,600 420 15,020

11 26 63 67 93 223 11,150 140 11,290

12 26 44 69 125 238 11,980 80 12,060

第3四半期 81 157 239 357 753 37,730 640 38,370

1 26 54 82 81 217 10,850 170 11,020

2 23 37 48 84 169 8,450 60 8,510

3 29 53 76 73 202 10,100 120 10,220

第4四半期 78 144 206 238 588 29,400 350 29,750

累計 333 771 993 1,320 3,084 154,280 3,470 157,750

（注） 1.  1区分（午前・午後・夜間）それぞれ50円

2.  パソコン持ち込みなど電源を利用される方、30円/日

3 . 利用登録カード再発行は20円

月

自主事業（こぶしのみのりちゃん広場関係）

利用人数 料　　　金

（単位：円）

利　用　人　数　（延べ）

みのりちゃん広場事業収入　157,750円
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８ 職員研修の実施について 

 

 職員研修の実施 

研修テーマ 研修内容 実施月 

１ まちづくり研修 

区の状況等の研修 

区内でおこなわれている市民活動等、まちづくりへ

の取組みや動向について知識を得るための研修を実

施。（内部講師） 

９月 

ファシリテーション研

修 

区内で活動する各種団体のコーディネートをおこな

う上で重要な能力の一つである、ファシリテーショ

ンを身につける研修を実施。（チーム活性化のための

ファシリテーションを学ぶ） 

２月 

２ 接遇・マナー 

接遇研修 

CS コミュニケーション力向上の基礎、基本トレーニ

ングを学び、サービス提供者としての心構えを身に

つける研修を実施。（接遇・電話応対研修） 

１１月 

電話研修および外部調

査 

電話応対における CS コミュニケーション力向上を図

るべく、電話応対のノウハウを身につける研修を実

施。（接遇・電話応対研修） 

１１月 

外部講師による電話応対の調査を実施、接客能力を

見える化し、具体的な改善点を洗い出したうえ研修

内容に反映。（外部調査依頼） 

１０月 

３ 基礎研修 

施設・館内規則研修 

施設の役割、内容、申込・利用方法、禁止行為、ト

ラブル対応、苦情処理などの研修を実施。（内部講

師） 

９月 

区役所附設会館等 

システム研修 

区役所附設会館等システムの操作方法に関する研修

を実施（内部講師） 
４月 

音響・照明研修 事業を充実させるために研修を実施。（内部講師） １１月 

４ 防災・危機管理 

防災訓練 

（消防訓練含む） 

施設管理者として、利用者・来館者を安全かつ確実

に避難誘導できる技術と知識を得るための研修を実

施。（内部講師） 

年２回 

５ 個人情報保護 

コンプライアンス研修 

（個人情報・セキュリティ

関連を含む） 

コンプライアンスを学び、業務管理能力や遂行能

力、危機管理能力などを習得するための研修を実

施。（情報セキュリティ研修） 

２月 

６ 人権研修 

人権研修 
ハラスメント防止、人権課題（女性・子ども・高齢

者・障がい者・外国人・LGBT等）への理解を深め実
４月 
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践するための研修を受講。（なにわ落書き一掃運動） 

７ 専門研修 

Webサイト・SNSなど 

広報関連研修 

従来からの利用者や新しく利用される方へ、当施設

の利用にかかるお知らせや PRのほか、実施するイベ

ントや催し等の情報を随時提供し、幅広く多様な利

用ができる環境づくりをおこなうための研修を実

施。（内部講師） 

毎月１回 

８ その他 

外部研修への参加 

ワークショップの運営や事業実施に関するものな

ど、外部団体が開催する研修会への参加を積極的に

奨励。各種サービスの充実につなげる。（相互理解を

高めるための伝え方、⼥性社員のためのワンランク

アップ仕事術講座） 

８月 
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９ 収支決算状況（消費税込み） 

（１）収入 

（単位：円） 

項 目 計 画 実 績 備 考 

業務代行料 18,739,000 18,739,000  

利用料金収入 7,079,500 5,543,000 （還付金差引後収入） 

自主事業収入 4,504,600 3,677,060 講習会収入、その他事業収入 

その他収入 0 64,330 コピー代 

合 計 30,323,100 28,023,390  

 

（２）支出 

（単位：円） 

項 目 区 分 計 画 実 績 備 考 

人件費 職員・スタッフ人件費 16,909,253 17,624,053  

事務費 

通信運搬費 293,040 524,427 電話、ネット接続 

印刷製本費 40,700 0  

旅費交通費 10,000 0  

消耗品費 897,788 648,526  

賃借料 79,200 70,824 コピー機リース 

保険料 16,500 11,630  

雑費 62,167 63,935  

小 計 1,399,395 1,319,342  

管理費 施設管理費 3,689,400 3,165,522 修繕費含む 

光熱水費 電気、ガス、水道料金 2,607,000 2,508,412  

事業費 自主事業実施経費 3,595,700 3,289,447  

その他経費 一般管理費 2,122,352 1,722,352  

合計 30,323,100 29,629,128  

（３）収支差額 △１，６０５，７３８円  

１０ その他 
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① サービス向上について 

・わかりやすい館内案内 

・授乳スペース・ベビーシートの提供 

・コピーサービスの提供 

・WIFI通信サービスの実施（ロビー、会議室1、2、洋室1） 

・市民活動やサークル活動などの各種チラシの設置 

・ロビーに季節感のある飾りつけを施し、各種広報を貼り付け情報を提供 

・接遇・接客の質の向上 

② 市費縮減に係る取組状況報告について 

・不使用時の消灯の徹底、冷暖房機の適正使用等による光熱水費の節減 

・紙の再使用 

・施設の機器点検、早期発見、簡単な修繕は職員が行いました。 

③ 利用者から苦情・意見・要望等への対応状況報告について 

・ご意見箱の常時設置 

・利用者アンケートを実施 

④ 利用者モニタリングの実施状況について 

・講習会やイベント参加者へのアンケートを実施しました。 

⑤ 個人情報保護への取組状況について 

１．会館利用申込書、自主事業参加者名簿などの書類 

管理などは鍵のかかる書庫もしくは、関係者以外が入室できない倉庫にて管理 

２．パソコン等電子機器の取り扱いについて 

ア）市所有業務用パソコンの私的利用禁止の徹底 

パソコンなどの情報機器は、大阪市・区役所の貸与物であることを認識し、私的

利用禁止を徹底しています。また、職員以外の者が操作できないよう管理保管して

います。 

イ）管理者所有パソコン等の情報機器および情報・データの管理 

パソコン本体や蓄積している情報・データは、パソコンの定期的な設定暗証番号の

変更、ファイル管理などで情報漏えいの防止、紛失や破損がないよう日々管理してい

ます。 

ウ）ウイルス対策 

パソコン全てにウイルス対策を実施しています。 
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別紙 

アンケート集計 

１回目 令和５年１０月１８日～３１日 実施分 件数 282件 

第１回アンケート集計結果 

 設問と回答 コメント 

①  

 

予約方法について、

窓口が一番多く、次

にインターネットか

らとなっており、フ

ァックスの利用が極

端に少ないことが分

かります。 

②  

 

ご利用いただいた部

屋について伺ってい

ます。（複数回答可） 

③  

 

予約までの流れがス

ムーズに行えたかど

うかを伺っていま

す。概ね満足されて

いると思われます。 

1.窓口

70%

2.ＦＡＸ

1%

3.インター

ネット

29%

予約手続きについて

1.会議室1

8%

2.会議室2

18%

3.和室1

12%
4.和室3

24%

5.和室4

21%

6.洋室

17%

利用した部屋について

1.大変満足

34%

2.満足

65%

3.不満

0%

4.大変不満

1%

予約までの流れについて
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④  

 

スタッフの対応につ

いて概ね満足頂いて

いると思います。 

⑤  

 

施設全体の清掃状況

について概ね満足頂

いておりますが、ま

だ抜けている個所、

不十分なところがあ

りますので、引き続

き清潔な環境を目指

し努力していきま

す。 

⑥  

 

アンケートの結果か

らは分からない部分

もありますが、備品

については、CD プ

レーヤー、掃除機、

スリッパ、プロジェ

クター、スクリーン

に対する意見があっ

たことから、今後の

課題としていきたい

と思います。トイレ

関係、WIFIに対する

意見も対処する必要

があります。 

1.大変満足

42%

2.満足

56%

3.不満

1%

4.大変不満

1%

スタッフの対応について

1.大変満足

30%

2.満足

62%

3.不満

7%

4.大変不満

1%

施設の清掃状況について

1.大変満足

21%

2.満足

62%

3.不満

2%

4.大変不満

2%

5.使用して

いない

13%

備品や設備について
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⑦  

 

ホームページを見て

いない方が半数以上

なので、まず閲覧し

てもらうよう働きか

けを行っていく必要

があります。 

⑧  

 

総合評価としては満

足されている方が大

半でありますが、不

満と答えた方もおら

れます。スタッフの

対応、清掃、備品設

備、HP の内容など

を点検する必要があ

ります。 

⑨  

 

当施設以外の施設利

用を行ったことがあ

るもしくは検討され

たことがありますか

との設問ですが、意

外にも当施設以外を

利用検討されなかっ

た方が一番多く半数

以上となっていま

す。当施設を毎回ご

利用いただいている

方が多いことが分か

ります。 

1.大変満足

9%

2.満足

36%

3.不満

0%

4.大変不満

3%

5.見ていな

い

52%

HPの見やすさについて

1.大変満足

25%

2.満足

73%

3.不満

2%

4.大変不満

0%

総合評価について

1.特になし

61%

2.他の区民

センター・

会館

14%

3.生涯学習

センター・

市民学習セ

ンター

10%

4.クレオ

大阪

9%

5.中

央公

会堂

2%

6.大阪国

際交流セ

ンター

0%

7.その他

公共施設

2%

8.その他

民間施設

2%

当施設以外に使用を検討・

実際に使用したことある

貸室について
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⑩  （施設全般） 

・駐車場からの入り口が分かり辛い 

・車の案内が分りにくい 

・エレベーターの乗り間違い、4F へ行く人が左側に乗ってしまう 

・表がえを定期的にお願いいたします。 

・いつも清潔にして下さってがありがとうございます 

・施設も清潔に保たれスタッフも親切、対応も丁寧です。一番良い

のはこれまでにない施設内の装飾を季節度に工夫して手作りで制作

されているところです。とても利用していて楽しいです。 

・とてもいいお部屋でした。明るくて落ち着きました。 

・いつも快適に利用させていただいています 

・大変気配りが行き届いていて良かった。 

・いつも利用させて頂きありがとうございます 

・特にありません 

・いつもありがとうございます！！ 

（トイレ） 

・部屋の掃除があまりできていない。トイレがにおう 

・4F のトイレが臭い 

（WIFI） 

・こぶしのみのりちゃん広場で WiFi に接続しようとしても電波弱

すぎて切れまくります。以前もこのことはお伝えしたのですが、改

善されていません。Freewifi も飛んでいたので接続しましたが、つ

ながらなかった。 

・自習室によって WiFi が無いことがあるので、全てに WiFi がある

と助かります 

・WiFi つながりにくいです 

（利用・予約） 

・予約可能が先過ぎ。3～4 カ月前位がよい 

・今のところヨガに精通してます。毎週来れないのが残念。パート

週 3 行っている 

・利用したいメニューが重複しているのが残念です。例えば切り絵

と気功が重なっている。又月曜日の利用は図書が休み等、利用が難

しい面があり残念・場所が遠いので出来るだけ有効活用したいので。 

・演劇の打合せと練習で利用させて頂いています。今の所、現状に

満足しています。 

・料金が安いのでありがたい 

（備品） 

・ゴミ箱のないのが不便に感じます 

・各室に掃除機があればよいと思います。 

自由意見です。自習

室の利用者の意見、

定期的に利用される

方のご意見がありま

す。いただいたご意

見を参考にしていき

たいと考えます。 
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・洋室 明るくきれいで良かった。ホワイトボードもきれいでした。 

・洋室のスリッパの数を増やしてほしい。 

・速度調整が出来るプレイヤー 

・プレーヤーの速度調整出来るものがあれば有難いのですが 

・プレーヤーの調節わるのため出来る様になったら良いです 

・速度調整が出来るプレーヤー 

・プレーヤーの速度調整出来る物があれば良いと思います。 

・新しいプロジェクターを置いてほしい 

・ディライトスクリーンがあれば良い 

・スクリーンをお願いします。 

・座布団の出し入れがしにくい 

・手前のテーブルが有るので、座布団出し入れ出来ない 

・和室の座布団・長机重たいし利用しづらい 

・座布団の出し入れがしにくい 

（自習室「こぶしのみのりちゃん広場」） 

・Twitter(X)で開館状況を伝えてくれるのがとても助かります。今

後もお願いします 

・平日夜間に自習室を利用できる施設が少ないのでとてもありがた

いです 

 

⑪  

 

初めてお使いいただ

く方向けの設問で

す。前から施設の事

は知っていた方が割

合として一番多かっ

たです。 

1.知人から

27%

2.当施設

ホームペー

ジ

10%
3.それ以外のホームペー

ジ」

0%
4.ＳＮＳ

3%

5.広報誌や

チラシ

26%

6.前から

知っていた

31%

7.その他

3%
施設を知った

きっかけについて
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⑫  

 

初めてお使いいただ

く方向けの設問で

す。立地を一番の理

由に挙げておられま

す。 

 

２回目 令和６年２月１日～２９日実施分 件数 84件 

（前回のアンケートと違い利用団体の代表者もしくは世話人の方を中心に配布しております。そ

の影響で前回より回答数が少なくなっております。） 

第２回アンケート集計結果 

 設問と回答 コメント 

①  

 

前回アンケート時

より圧倒的にイン

ターネットからの

予約が増えてお

り、約７割の方が

ご利用されており

ます。 

②  

 

ご利用いただいた

部屋について伺っ

ています。（複数回

答可） 

1.立地が良

い

45%

2.料金が安

い

35%

3.部屋や貸

出備品が良

い

7%

4.その他

13%

施設を利用することに決めた理由

1.窓口

26%

2.ＦＡＸ

2%

3.インター

ネット

72%

予約手続きについて

1.会議室1

21%

2.会議室2

22%3.和室1

25%

4.和室3

5%

5.和室4

9%

6.洋室

18%

利用した部屋について
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③  

 

満足されている方

が大半で、何回もご

利用いただいてお

られる方が多いこ

とが伺えます。 

④  

 

大変満足が半数を

超えており、大変喜

ばしい結果となっ

ています。スタッフ

の励みにつながり

ます。 

⑤  

 

清掃状況も前回と

比べ高い満足度を

得られております。 

1.大変満足

57%

2.満足

42%

3.不満

1%

4.大変不満

0%

予約までの流れについて

1.大変満足

67%
2.満足

33%

3.不満

0%

4.大変不満

0%

スタッフの対応について

1.大変満足

59%
2.満足

41%

3.不満

0%

4.大変不満

0%

施設の清掃状況について
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⑥  

 

満足度は高いので

すが、前回のアンケ

ート時の意見もふ

まえ問題点を踏ま

え改善していく必

要があります。 

⑦  

 

利用団体代表者や

お世話をされてい

る方を中心に回答

していただいてお

りますので、ホーム

ページをご覧いた

だている方が多く

なっております。概

ね満足頂いている

傾向です。 

⑧  

 

大変満足が半数を

超えております。直

接窓口で接する機

会の多い方からの

回答ですので、率直

にうれしい結果と

なっております。 

1.大変満足

50%

2.満足

40%

3.不満

1%

4.大変不満

1%

5.使用して

いない

8%

備品や設備について

1.大変満足

38%

2.満足

43%

3.不満

0%

4.大変不満

1%

5.見ていな

い

18%

ホームページの分かりやすさ

1.大変満足

47

58%

2.満足 34

42%

3.不満 0

0%

4.大変不満 0

0%

総合評価について
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⑨  

 

前回アンケートと

同じ質問ですが、特

になしの割合も同

じでしたので、当施

設を継続してご利

用していただいて

いる団体が多いこ

とがうかがえます。 

⑩  

 

前年度にも同じ設

問があり、回答も同

じく交流の場の提

供が一番多く、今回

は具体的にどうい

った内容のものが

良いでしょうかと

記載欄を設けまし

たが意見はありま

せんでした。 

⑪  

 

初めてお使いいた

だく方向けの設問

です。前から施設の

事は知っていた方

が割合として一番

多かったですが、知

人からの紹介も多

く、利用者満足度の

向上への取り組み

は大事であると感

じます。 

1.特になし

61%

2.他の区民

センター・

会館

17%

3.生涯学

習セン

ター・市

民学習…

4.クレオ

大阪

5%

5.中央公会堂

1%

6.大阪国際交流セン

ター

0%

7.その他公

共施設

0%

8.その他民

間施設

0%

当施設以外に使用を検討・

実際に使用したことある

貸室について

1.交流の場

の提供

61%

2.施設紹介

動画

17%

3.細かな料

金設定

16%

4.イベン

ト・講座の

充実

5%

7.その他

1%

もしあれば利用してみたいサービス

1.知人から

22%

2.当施設

ホームペー

ジ

26%

3.それ以外

のホーム

ページ」

0%

4.ＳＮＳ

0%

5.広報誌

やチラシ

0%

6.前から

知ってい

た

52%

7.その他

0%

施設を知った

きっかけについて
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⑫  

 

初めてお使いいた

だく方向けの設問

です。料金が安いこ

とを一番の理由に

挙げておられます。 

⑬  ・約 18 年前から使わせて頂いておりますが 2 月第 2 日曜が区の行事

との事で仕様不可で第 1 日曜に変更した経緯があります。 

 今回その行事が第 2 週に変更との事でしたどちらかに固定してく

ださい。お願いします。" 

・年に 5 回利用させ頂いておりますが大変満足しておりますこれか

らもよろしくお願いします。 

自由意見です。いた

だいたご意見を参

考にしていきたい

と考えます。 

 

  

1.立地が良

い

33%
2.料金が安

い

46%

3.部屋や貸

出備品が良

い

16%

4.その他

5%

施設を利用することに決めた理由
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第２回アンケート集計結果 自習室について（こぶしのみのりちゃんの利用者のみ） 

 設問と回答 コメント 

⑭  

 

自習室の利用者のみ

によるアンケート結

果です。資格試験・学

校のテスト対策など

が一番多いです。 

⑮  

 

当施設に併設されて

いる図書館で借りて

きた本の読書に利用

しているかどうかを

聞いています。 

⑯  

 

会館主催のイベント

や講習会に参加され

てことがあるかどう

かを聞いています。

参加されたことがな

い方が圧倒的に多い

です。 

 

1.資格試験や学校

などのﾃｽﾄ勉強

72%

2.読書

13%

3.調べ言（ｲﾝﾀｰ

ﾈｯﾄ利用含む）

5%

4.その他

10%

何を目的に使用されています

か？

1.必ず持ち込む

0%

2.時々持ち込む

25%

3.いいえ

75%

図書館での図書を持込利用されてい

ますか

1.講習会

3%

2.イベント

6%

3.ない

85%

4.その他

6%

こぶしのみのりちゃん以外で東淀川区民会館の講習

会やｲﾍﾞﾝﾄに参加されたことはありますか


